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3 ・ 4 ・ 2 公 園 通 線 S.41.8.31 1,670 47 2 550 20 ○
並行する市道幹線５１号線等、周辺道路の整備が進んだ
ことにより、これらの道路が交通機能を果たすと考えら
れるため、廃止の方向で見直しを進める。

3 ・ 4 ・ 9 番 場 通 線 S.26.3.31 780 48 2 560 16 ○

歴史・文化・観光資源として沿道に点在する登録有形文
化財を保全すること、重複する市道中央５００号線等、
周辺道路の整備が進んだことにより、これらの道路が交
通機能を果たすと考えられることから、廃止の方向で見
直しを進める。
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